
○大野市指定給水装置工事事業者の処分等に関する要綱  

平成２７年３月９日  

告示第３８号  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の１１及び大

野市指定給水装置工事事業者規程（平成１８年告示第１８２号。以下「規程」と

いう。）第１７条に規定する指定工事事業者の指定の取消し又は停止の処分及び

これに係る行政指導（以下「処分等」という。）の基準について、必要な事項を

定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この要綱で使用する用語の意義は、規程で使用する用語の例による。  

（処分等の基準）  

第３条  処分等は、指定工事事業者が別表第１の左欄に掲げる行為（以下「違反行

為」という。）を行った場合における累積点数（一の指定工事事業者につき、当

該指定工事事業者が行った違反行為ごとに同表右欄に定めるところにより付した

点数の合計をいう。）に応じて行うものとし、その基準は別表第２のとおりとす

る。  

２  前項に規定する違反行為ごとの点数は、当該点数が付された日から起算して２

年を経過した日に消滅する。  

３  一の指定工事事業者が同時に２以上の違反行為を行ったときは、それぞれの違

反行為ごとの点数を付するものとする。  

（処分等の手続）  

第４条  市長は、指定工事事業者が行った違反行為の累積点数が行政指導に相当す

る場合は、指導通知書（様式第１号）により、その旨を当該指定工事事業者に通

知するものとする。  

２  市長は、指定工事事業者が行った違反行為の累積点数が処分に相当する場合は、

処分通知書（様式第２号）により、その旨を当該指定工事事業者に通知するもの

とする。  

３  前項の場合にあっては、大野市行政手続条例（平成９年条例第１号）及び大野

市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成９年規則第４号）に基づき、聴

聞又は弁明の機会の付与の手続を執るものとする。  



（その他）  

第５条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

附  則  

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

附  則（平成２８年告示第３８号）  

（施行期日）  

１  この要綱は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行の日（平成２

８年４月１日）から施行する。  

（経過措置）  

２  この要綱の施行の際、第１条の規定による改正前の越前おおの空き家情報バン

ク制度要綱、第２条の規定による改正前の大野市基準該当障害福祉サービス等事

業者の登録に関する要綱、第３条の規定による改正前の大野市特別障害者手当等

事務取扱要綱、第４条の規定による改正前の大野市軽度・中等度難聴児補聴器購

入費助成事業補助金交付実施要綱、第５条の規定による改正前の大野市指定給水

装置工事事業者の処分等に関する要綱及び第６条の規定による改正前の大野市排

水設備指定工事店の処分等に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存

するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。  

附  則（令和６年告示第１１号）  

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

別表第１（第３条関係）  

違反行為  点数  

１  不正な手段により指定工事事業者の指定を受けたとき  １０点  

２  主任技術者を置かなくなったとき  １０点  

３  国土交通省令で定める機械器具を有しなくなったとき  １０点  

４  次のいずれかに該当することとなったとき又は法人にあって、そ

の役員の中に次のいずれかに該当する者があることとなったと

き  

 

  

 ア  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得

ないもの  

１０点  



イ  水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなった日の翌日から２年を

経過しない者  

１０点  

ウ  水道法第２５条の１１第１項の規定により指定を取り

消され、その取消しの翌日から２年を経過しない者  

１０点  

エ  業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがある

と認めるに足りる相当の理由がある者  

１０点  

５  主任技術者の選任・解任届を提出しないとき  １０点  

６  事業所の名称及び所在地その他国土交通省令で定める事項に変

更があったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若

しくは再開したときにおいて、その旨の届出書を提出しなかった

とき又は虚偽の提出をしたとき  

２点  

７  給水装置工事ごとに主任技術者を指名しなかったとき  ２点  

８  配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管

への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合におい

て、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を

生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能

を有する者を従事させず、又はその者に当該工事に従事する他の

者を実施に監督させなかったとき  

２点  

９  ８の工事を施行するときに、あらかじめ市長の承認を受けた工

法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行

しなかったとき  

２点  

１０  給水装置工事の施行技術の向上のための研修の機会を確保しな

かったとき  

１点  

１１  水道法施行令第５条に規定する基準に適合しない給水装置を設

置したとき  

２点  

１２  給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を

使用したとき  

１点  

 

 

  



１３  指名した主任技術者に、施行した給水装置工事ごとの水道法施行

規則第３６条第６号に規定する事項に関する記録を作成させず、

又はその記録を３年間保存しなかったとき  

１点  

１４  市長が主任技術者を給水装置工事の検査に立ち会わせることを

求めた場合において、正当な理由なくこれに応じないとき  

１点  

１５  指定工事事業者が施行した給水装置工事に関し、市長からの報告

又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又

は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき  

２点  

１６  施行する給水装置工事が水道施設機能に障害を与えたとき又は

与える恐れが大であるとき  

４点  

別表第２（第３条関係）  

処分等の内容  累積点数  

行政指導  文書注意  １点  

文書警告  ２点から４点まで  

処分  指定停止３月  ５点から７点まで  

指定停止６月  ８点又は９点  

指定取消し  １０点以上  

備考  

１  違反行為発覚から処分の決定までの間は、新規の給水装置工事及び施行継

続中の給水装置工事を施行することができる。ただし、当該指定工事事業者に

よる当該給水装置工事の施行により回復困難な損害が発生するおそれがある

場合は、この限りでない。  

２  処分期間中は、新規に給水装置工事を施行することができない。ただし、

施行継続中の給水装置工事については、その施行に支障がない限り、当該処分

期間中も施行することができる。  

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第４条関係）  

 



様式第２号（第４条関係）  

 


